
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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決
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に
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す
る
規
則
の
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を
改
正

す
る
規
則

三

○
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

○
福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

○
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

五

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

福
島
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県
教
育
委
員

会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
福
島
県
報
に
公
告
」
を
「
公
表
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
十
一
号
、
様
式
第
十
四
号
、
様
式
第
十
五
号
、
様
式
第
二
十

一
号
及
び
様
式
第
二
十
二
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立
て

」
を
「審

査
請
求

」
に
、

「決
定
が

」
を
「裁

決
が

」
に
、
「決

定
の
日

」
を
「裁

決
の
日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
五
号
中
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
を
「対

す
る
審
査
請
求

」
に
、
「不

服
申
立
て
に
係

る

」
を
「審

査
請
求
に
係
る

」
に
、
「不

服
申
立
て
の
内
容

」
を
「審

査
請
求
の
内
容

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県

条
例
第
百
十
号
。
以
下
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
。
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定

等
、
訂
正
決
定
等
若
し
く
は
利
用
停
止
決
定
等
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
処
分
」
と
い
う
。
）
又
は
改
正

前
の
条
例
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
若
し
く
は
利
用
停
止
請
求
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
請
求
」
と
い
う
。
）
に
係
る

不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
整
備
条
例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
処
分
又
は
整
備
条

例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
福
島
県
教
育

委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
三
項
第
七
号
及
び
第
二
十
一
号
、
様
式
第
十
一
号
並
び
に
様
式
第
二
十
五
号
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
第
三
項
第
七
号
中
「
条
例
第
二
十
二
条
の
三
」
と
あ
る
の
は

「
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県

条
例
第
百
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
二

条
の
三
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
第
三
項
第
二
十
一
号
中
「
条
例
第
二
十
二
条
の
二
」
と
あ
る

の
は
「
整
備
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
二
条
の
二
」
と
、
改
正
後
の
規
則
様
式
第
十
一
号
中
「第

22条
の
３

」
と
あ
る
の
は
「行

政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

（平
成
27年
福
島
県
条
例
第
110号

）附
則
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
条
例
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
22条
の
３

」
と
、
「３

か
月

」
と
あ
る
の
は
「60日

」
と
、
「審

査
請
求

」
と
あ
る
の
は
「異

議
申
立
て

」
と
、
「裁

決

」

と
あ
る
の
は
「決

定

」
と
、
改
正
後
の
規
則
様
式
第
二
十
五
号
中
「対

す
る
審
査
請
求

」
と
あ
る
の

は
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
と
、
「福

島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
22条
第
１
項

」
と
あ
る
の
は
「行

政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

（平
成
27年
福
島
県
条
例
第
110

号
）附

則
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
例
第
５
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
22条

第
１
項

」
と
、
「審

査
請
求
に
係
る

」
と
あ
る

の
は
「不

服
申
立
て
に
係
る

」
と
、
「審

査
請
求
の
内
容

」
と
あ
る
の
は
「不

服
申
立
て
の
内
容

」

と
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）
───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

福
島
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
福
島
県
報
に
公
告
」
を
「
公
表
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
、
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
九
号
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立
て

」

を
「審

査
請
求

」
に
、
「決

定
が

」
を
「裁

決
が

」
に
、
「決

定
の
日

」
を
「裁

決
の
日

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
中
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
を
「対

す
る
審
査
請
求

」
に
、
「不

服
申
立
て
の
内
容

」

を
「審

査
請
求
の
内
容

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県

条
例
第
百
十
号
。
以
下
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
情
報

公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
決
定
（
以
下
「
開
示
決
定
等
」
と
い
う
。
）
又
は
改
正
前
の
条
例
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
の
不

服
申
立
て
で
あ
っ
て
整
備
条
例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
開
示
決
定
等
又
は
整
備
条
例
の
施
行
の
日

前
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
福
島
県
教
育
委
員
会
が

保
有
す
る
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四

項
、
第
十
一
条
、
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第

七
条
第
四
項
中
「
条
例
第
二
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例

の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
十
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
一
条

に
お
い
て
「
整
備
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
整
備
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
一
条
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
十

一
条
中
「
条
例
第
二
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
二
十
条
」
と
、
改
正
後

の
規
則
様
式
第
九
号
中
「第

21条

」
と
あ
る
の
は
「行

政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
備
等
に
関
す
る
条
例

（平
成
27年
福
島
県
条
例
第
110号

）附
則
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
情
報
公
開
条
例
第
21

条

」
と
、
「３

か
月

」
と
あ
る
の
は
「60日

」
と
、
「審

査
請
求

」
と
あ
る
の
は
「異

議
申
立
て

」

と
、
「裁

決

」
と
あ
る
の
は
「決

定

」
と
、
改
正
後
の
規
則
様
式
第
十
号
中
「対

す
る
審
査
請
求

」

と
あ
る
の
は
「対

す
る
不
服
申
立
て

」
と
、
「福

島
県
情
報
公
開
条
例
第
19条

第
１
項

」
と
あ
る
の

は
「行

政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

（平
成
27年

福
島
県
条

例
第
110号

）附
則
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
例
第
６
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
情
報
公
開
条
例
第
19条

第
１
項

」
と
、
「審

査
請
求
の
内
容

」
と

あ
る
の
は
「不
服
申
立
て
の
内
容

」
と
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
二
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

健
康
教
育
課

全
国
高
校
総
体
推
進
室

第
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
県
立
学
校
」
を
「
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
（
指
定
管

理
者
を
指
定
し
て
い
る
教
育
機
関
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

い
じ
め
問
題
対
策
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

平
成
二
十
九
年
度
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

全
国
高
校
総
体
推
進
室
に
お
い
て
は
、
前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

別
表
第
二
栄
養
技
師
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

専
門
保
健
技
師

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
な
保
健
指
導
の
業
務
を
処
理
す
る
。

主
任
保
健
技
師

上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
の
保
健
指
導
の
業
務
を
処
理
す
る
。

副
主
任
保
健
技
師

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
な
保
健
指
導
の
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

保
健
技
師

上
司
の
命
を
受
け
、
保
健
指
導
の
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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福
島
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

福
島
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則

第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「

立
中
学
校

」
を
「学

校
名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財

務

課
）

福
島
県
立
会
津
学
鳳
中
学
校
の
入
学
検
定
料
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

福
島
県
立
会
津
学
鳳
中
学
校
の
入
学
検
定
料
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
立
会
津
学
鳳
中
学
校
の
入
学
検
定
料
の
免
除
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
福
島
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「

立
小
学
校

」
を
「学

校
名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財

務

課
）

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
料
等
の
決
定
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
料
等
の
決
定
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
料
等
の
決
定
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会

規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
別
表
第
一
の
二
の
１
の
⑻
中
」
を
「
別
表
の
二
の
１
の
⑻
中
「
、
看
護
師
」
を
「
看
護

師
」
と
、
」
に
、
「
及
び
栄
養
教
諭
」
を
「
、
栄
養
教
諭
」
に
、
「
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担

法
」
を
「
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
」
に
改
め
、
「
期
間
」
の
下
に
「
及
び
栄
養
士
の
免
許
取

得
後
栄
養
士
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職

員

課
）

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

誓
約
書
（
第
七
号
様
式
）

「現
住
所

第
一
号
様
式
及
び
第
一
号
の
二
様
式
中
「現

住
所

」
を

に
改
め
る
。

連
絡
先

」

「現
住

所

第
四
号
様
式
中
「現

住
所

」
を

に
改
め
る
。

連
絡

先

」

「３
胸

囲
４

視
力

「３
視

力
５

色
覚

４
聴

力
６

聴
力

５
呼

吸
器

第
六
号
様
式
中

７
呼

吸
器

を

６
四

肢

に
改
め
る
。

８
四

肢
７

現
在
の
疾
病

９
現
在
の
疾
病

８
主
な
既
往
症

10
主
な
既
往
症

９
そ
の
他
の
所
見

」

11
そ
の
他
の
所
見

」

第
七
号
様
式
中
「

第
12条

―第
14条

関
係

」
を
「

第
12条

―第
14条

附
則
第
４
項
関
係

」
に

、
、

、

改
め
る
。

「現

第
七
号
の
二
様
式
中
「現

住
所

」
を

連
住

所

に
改
め
る
。

絡
先

」

「現
住
所

第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「現

住
所

」
を

に
改
め
る
。

連
絡
先

」

「

事
項

開
設
者
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教
職
に
つ
い
て
の
省
察
並
び
に
子
ど

も
の
変
化
教
育
政
策
の
動
向
及
び

、
学
校
の
内
外
に
お
け
る
連
携
協
力
に

第
二
十
二
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
様
式
中

つ
い
て
の
理
解
に
関
す
る
事
項

教
科
指
導

生
徒
指
導
そ
の
他
教
育

、
の
充
実
に
関
す
る
事
項

「

修
了

（履
修

）年
月
日

対
象
免
許
種

領
域

開
設
者

年
月

日
必
修
領
域

を
選
択
必
修
領
域

年
月

日
教
・
養
・
栄

選
択
領
域

年
月

日
教
・
養
・
栄

年
月

日
教
・
養
・
栄

」

修
了

（履
修

）年
月
日

対
象
免
許
種

年
月

日

年
月

日
教
・
養
・
栄

に
改
め
る
。

年
月

日
教
・
養
・
栄

年
月

日
教
・
養
・
栄

年
月

日
教
・
養
・
栄

」

「

事
項

開
設

者
修
了

教
職
に
つ
い
て
の
省
察
並
び
に
子
ど

も
の
変
化

教
育
政
策
の
動
向
及
び

、
学
校
の
内
外
に
お
け
る
連
携
協
力
に

第
二
十
六
号
様
式
中

つ
い
て
の
理
解
に
関
す
る
事
項

教
科
指
導

生
徒
指
導
そ
の
他
教
育

、
の
充
実
に
関
す
る
事
項

「

（履
修

）年
月
日

領
域

開
設

者
修
了

（

年
月

日
必
修
領
域

を

選
択
必
修
領
域

年
月

日
選
択
領
域

年
月

日
年

月
日

」

履
修

）年
月
日

年
月

日

年
月

日

に
改
め
る
。

年
月

日
年

月
日

年
月

日

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
義
務
教
育
課
）

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
中
「
営
利
企
業
等
に
従
事
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
を
」
に
、
「
兼
職
等
承
認
（
営

利
企
業
等
従
事
許
可
）
申
請
書
」
を
「
兼
職
等
承
認
（
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
許
可
）
申
請
書
」
に
改

め
る
。

「

主
任
主
査

「

年
月

日
相
当
職

副
課
長

第
十
七
号
様
式
の
二
中

年
月

日

を

相
当
職

副
課
長

」

年
月

日
相
当
職

に
改
め
る
。

」第
二
十
号
様
式
中
「
（営

利
企
業
等
従
事
許
可

）
」
を
「
（営

利
企
業
へ
の
従
事
等
許
可

）
」
に
改

め
、
同
様
式
備
考
２
中
「営

利
企
業
等
従
事
許
可
申
請
書

」
を
「営
利
企
業
へ
の
従
事
等
許
可
申
請
書

」

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る

規
則
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
兼
職
等
承
認
（
営
利
企
業
等
従
事
許
可
）
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島

県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
兼
職
等
承
認
（
営
利
企
業
へ
の
従
事

等
許
可
）
申
請
書
と
み
な
す
。

（
高
校
教
育
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
機
関

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
（
平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
営
利
企
業
等
に
従
事

す
る
た
め
の
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
を
す
る
た
め
の
」
に
、
「
営
利
企
業
等
の
従
事
許
可
申
請

書
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様 式 第 ２ ０ 号 （ 第 1 8条 関 係 ）

営 利 企 業 へ の 従 事 等 許 可 申 請 書

年 月 日
福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 様

所 属
職 氏 名 （ 記 名 押 印 又 は 署 名 ）

１ 従 事 等 を し 名 称
よ う と す る 営
利 企 業 所 在 地

事 業 の 内 容

２ 従 事 等 を し 職 名 職 務 内 容
よ う と す る 業 と 責 任 の
務 勤 務 先 程 度

勤 務 の 態 様

収 入 額

か ら
従 事 等 の 期 間

ま で

３ 営 利 企 業 へ の 従 事 等 を 必 要 と
す る 理 由

４ 営 利 企 業 へ の 従 事 等 が 職 務 遂 年 月 日
行 に 与 え る 影 響 そ の 他 に つ い て 所 属 長 氏 名 （ 記 名 押 印 又 は 署 名 ）
の 所 属 長 の 意 見

備 考
１ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る こ と 。
２ 従 事 等 を し よ う と す る 営 利 企 業 の 事 業 内 容 等 に つ い て の 関 係 書 類 を 添 付 す る
こ と 。
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附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
様
式
第
二

十
号
に
よ
る
営
利
企
業
等
の
従
事
許
可
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
様
式
第

二
十
号
に
よ
る
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
許
可
申
請
書
と
み
な
す
。

（
教
育
総
務
課
）


